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平成２９年労第３３２号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による療養給付を支給しない旨

の処分を取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、Ａ所在のＢ学校法人（以下「事業場」という。）に雇用され、大学

教授として就労していた。 

２ 請求人は、平成○年○月○日、事業場から自宅へ帰る途中、乗車した路線バス

が乗用車と接触事故を起こし、バスが急に止まったはずみで右肩を負傷した（以

下「本件災害」という。）。請求人は、翌○日、Ｃ整形外科に受診し、「右肩関

節唇損傷」と診断され、療養の結果、平成○年○月○日、治癒（症状固定）とさ

れた。 

３ 平成○年○月、当該バスの運転手、同バスを運行していたＤ会社（両者を併せ

て、以下「第二当事者」という。）及び同社の加入するＥ会社（以下「保険会社」

という。）は、治療費などを請求人に対して支払うことを約し、請求人は、「損

害賠償に関する承諾書（免責証書（人身用））」（以下「免責証書」という。）

に署名押印後、第二当事者及び保険会社宛てに提出した。 

  その後、請求人は右肩の痛みが悪化したとして、同年○月○日、Ｆ医療センタ

ーに受診し、「右肩関節唇損傷」の傷病名で療養を開始した。 

４ 本件は、請求人が療養給付を請求したところ、監督署長はこれを支給しない旨

の処分（以下「本件処分」という。）をしたことから、請求人が本件処分の取消

しを求める事案である。 

５ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査

請求をしたところ、審査官が平成○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定を
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したことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 

（略） 

第４ 争  点 

請求人と第二当事者との示談が真正に成立し、損害の全部の填補を目的としてい

ると認められるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由  

１ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）請求人は、保険会社から支払われた治療費の損害分はＣ整形外科での治療を

終えたとして支払われたもので、治療が再開できるものと思っていたことから、

請求人の治療費に係る損害については、示談によって解決されているとはいえ

ず、したがって、損害の全部の填補を目的とする真正な示談が成立していると

の判断は誤りである旨を主張する。 

（２）請求人の主張について改めて一件記録を精査したが、請求人は示談に係る免

責証書に署名押印しており、当該免責証書の記載内容を勘案すると、当審査会

としても、決定書理由に説示のとおり、示談は真正に成立していると判断する

ものである。 

（３）また、免責証書には、請求人、第二当事者及び保険会社の間において、合意

事項の履行をもって、その余の請求を放棄し、合意された金額以外に何らの権

利・義務関係のないことを確認する旨明記されており、決定書理由に説示のと

おり、示談は本件災害に係る損害の全部の填補を目的としていると判断するこ

とが相当である。 

（４）したがって、損害の全部の填補を目的とする真正な示談が成立しているとし

て本件請求に係る療養給付について支給しないとした監督署長の判断は、妥当
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であると判断する。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 


